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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 .環境保全のため、環境関連法規、規制、条例を遵守します。

2 .電力及び自動車燃料の使用による二酸化炭素排出量の削除に努めます。

3 .水使用量の削減に努めます。

4 .環境に配慮した建設工事を推進します。

5 .会社周辺の清掃活動を行います。

6 .廃棄物の削減に努めます。

7 .本方針を全従業員に周知させ、社外へも公開します。

8 .技術・技能の更なる伝承に取組みます。

制定日：

改訂日：

袖長建設株式会社
   代表取締役社長　　袖長　孝則　

2016年3月1日

2023年8月30日

環境経営方針

　袖長建設株式会社は、総合建設業を営む事業所として、深刻化し続ける地球温暖化
問題に考慮した安全で環境にやさしい活動を行うため、定期的に可能な範囲で経営に
おける課題とチャンスを明確にし、継続的な改善を推進することで、環境活動に自主
的・積極的に取り組みます。

　

　弊社は、田園や山に囲まれ、絶滅危惧種であったコウノトリを目にすることができる自
然豊かな地に本社を構え、「地元のきさくな会社」をコンセプトに活動しています。今の
美しい自然がこれからも続くように、事業を通じて全社員で環境保全活動に積極的に取
組み、お客様の生活を、より心地よいものにしていきたいとの思いで、エコアクション２１
に参加することを決めました。
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□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

袖長建設株式会社

代表取締役社長　袖長　孝則

（２） 所在地

本　　　社　　　兵庫県豊岡市江本435-1

資材置き場　 兵庫県豊岡市江本サカリ461-3

（３） 環境管理責任者及び担当者の氏名と連絡先

責任者 取締役 袖長　代子 TEL：0796-22-7303

担当者 工事部管理課 川端　万喜子 TEL：0796-22-7303

（４） 事業内容

総合建設業 （建築、土木、左官、造園）

建設業許可　兵庫県知事（特-2）第651142号

 許可の有効期間　令和2年4月28日から令和7年4月27日まで

（５） 事業の規模

売上高 　　9億　614万円（2023/3/1～2024/2/29）

本社 資材置き場 ennas

従業員　　　　　名 18 無人 1

延べ床面積　　　㎡ 442.83 250 111.9

（６） 認証・登録の対象範囲

1）　対象事業所 ・本社　・資材置き場　・ennas

2） 事業内容 ・総合建設業 （建築、土木、左官、造園）

（７） 事業年度 ３月～翌年２月

（8） 所有重機

・フォークリフト ・豊岡市　特2737

・バックフォー ・EX135（0.45） ・Vio55

・SH120（0.45） ・Vio35

・ZX75 （0.28） ・Vio30

・007 ・Vio20

・タイヤショベル ・コマツ（0.5）

・日立

・日立

804.73

合計

19

ennas　　　　　兵庫県豊岡市元町2-8
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（9） 組織図

（10） 役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・環境管理責任者を任命
・経営における課題とチャンスの明確化
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境経営目標・環境経営活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施
・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認
・環境経営目標・環境経営活動計画書を確認
・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告
・環境経営レポートの確認

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境経営目標、環境経営活動計画書原案の作成
・環境経営活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・自部門における環境経営方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境経営活動計画の実施及び達成状況の報告
・時部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成
・試行・訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境経営活動へ参加

環境事務局
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

部門長

全従業員

役割・責任・権限

代表者（社長）
・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

環境管理責任者

左官部

代表者

環境管理
責任者

環境事務局

土木部 建築部 営業部



5

□主な環境負荷の実績

単位 2021年度 2022年度 2023年度

kg-CO2 80,834 85,058 78,369

kWh 8,581 8,857 7,825

kg-CO2 3,724 3,844 3,396

L 16,317 13,634 12,986

kg-CO2 37,855 31,631 30,129

L 14,364 17,317 15,681
kg-CO2 37,059 44,678 40,457

L 882 1,970 1,762
kg-CO2 2,196 4,905 4,387

ｔ 359.7 306.6 77.6

ｔ 0.348 0.349 0.345

ｔ 359.33 306.21 77.29

㎥ 94 102 100
※関西電力(株)2022年度の調整後排出係数0.434kg-CO2/kWhを使用

※上表にはLPGの項目を微量であるため含んでいないが、LPGの分を含めると、各年度の

二酸化炭素排出量（kg-CO2）は、2021年度80,843、2022年度85,066、2023年度78,380 となる。

□環境経営目標及びその実績

基準値 2024年度 2025年度 2026年度
（基準年度)

（目標） （実績）
達成度評

価
（目標） （目標） （目標）

kg-CO₂ 85,058 84,207 78,369 107% 83,357 82,506 81,656

基準年度比 2022年度 99% 92% 〇 98% 97% 96%
kg-CO₂ 3,844 3,805 3,396 3,767 3,729 3,690

基準年度比 2022年度 99% 88% 98% 97% 96%
総電力使用量kWh 8,857 8,768 7,825 〇 8,680 8,591 8,503

kg-CO₂ 76,309 75,546 70,586 74,783 74,019 73,256

基準年度比 2022年度 99% 93% 98% 97% 96%
13,634 13,497 12,987 13,361 13,225 13,089ｶﾞｿﾘﾝ ℓ

軽油 ℓ 17,317 17,143 15,681 16,971 16,797 16,624

kg-CO₂ 4,905 4,856 4,387 4,807 4,758 4,709
基準年度比 2022年度 99% 89% 98% 97% 96%

総灯油使用量ℓ 1,970 1,950 1,762 〇 1,931 1,911 1,891
kg 349 346 345 100% 342 339 335

基準年度比 2022年度 99% 98% 〇 98% 97% 96%
ｔ 306.21 303 77.29 392% 300 297 294

基準年度比 2022年度 99% 25% 〇 98% 97% 96%
㎥ 102 101 100 101% 100 99 98

基準年度比 2022年度 99% 98% 〇 98% 97% 96%
件 17 18 18 18 18 18

2022年度
定期的に清掃 定期的に清掃 定期的に清掃 定期的に清掃 定期的に清掃 定期的に清掃

2022年度
毎月第1土曜日 年3回 年3回 年3回 年3回 年3回

2022年度 〇

※LPGは使用量が微量のため、目標に含んでおりません。

※ＰＲＴＲ法の対象となる化学物質の使用実績はありませんので、目標に設定しません。

※産業廃棄物の適正管理の数値目標は参考値とする。

※左官教室の内容をより充実したものにするため、年12回から年3回の目標と変更する。

評価：〇達成→(達成度100％以上)、△やや未達成→(達成度80％以上)、×未達成→(達成度80％未満)

環境に配慮した工事
の推進 〇

会社周辺の清掃活動
〇

技術・技能の伝承
（左官教室の実施等） 〇

灯油の削減
111%

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の適正管
理

水道水の削減

二酸化炭素排出量
トータル

電力による二酸化炭
素削減 112%

自動車燃料による二
酸化炭素削減 107%

〇

廃棄物排出量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

水使用量

年　度
　　項　目

2023年度

項　目

二酸化炭素総排出量

　電力使用量

　　　　ガソリン使用量

　　　　軽油使用量

　　　　灯油使用量
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□環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の環境経営計画

数値目標：○達成→(達成度100％以上)、△やや達成→(達成度80％以上）、×未達成→(達成度80％未満)

　 活動：◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度の
取組

〇 　

〇 継続

〇 　

◎ 継続

◎ 継続

〇 　

○ 継続

◎ 継続

◎ 継続

○ 　

◎ 継続

○ 　

〇 継続

◎ 継続

◎ 継続

　

〇

◎ 継続

○ 　

◎ 継続

◎ 継続

　

○ 　

◎ 継続

○ 継続

　

○

◎ 継続

〇

〇 継続

数値目標 回数を減らし、内容の充実を図りました。

・年3回の左官教室

数値目標 定期的に会社周辺や現場周辺の清掃を行い
ました。

・会社周辺の清掃活動

技術・技能の伝承（左官教室の実施等）

環境に配慮した工事の推進

数値目標 新築工事や改修工事など、環境に配慮した省
エネ商品を、積極的に提案提供することが出
来ました。

・環境配慮住宅の販売促進

・再生資源の利用

水道水の削減

数値目標 トイレ、手洗い、食器洗いなど節水を呼びか
け、会社全体で意識し取組みました。

・トイレに擬音装置取り付け

・節水の呼びかけ

数値目標 一人ひとりが意識して分別やコピー用紙の無
駄をなくすため両面印刷などに努め、目標達
成することができました。今後も引き続き継続
して取り組みたいと思います。

会社周辺の清掃活動

・分別の徹底

・コピー用紙の両面使用

・ミスプリント、ミスコピーを減らす

産業廃棄物の適正管理

数値目標 リサイクル率の向上、適正管理に努め、意識し
て取り組むことができた。

数値目標 適切な温度調整を心掛け、無駄な使用をなく
すように努めました。

・石油ストーブの無駄な使用の削減

一般廃棄物の削減

・ｺﾝ殻、ｱｽ殻など3R活動によるﾘｻｲｸﾙ率の向上

自動車燃料による二酸化炭素削減

数値目標 現場の状況により左右されてしまう部分もある
が、アイドリングストップやエコドライブ等の取
組を続けられたことで目標を達成することがで
きました。

・アイドリングストップ

・効率的なルートで走行

・エコドライブ

灯油の削減

電力による二酸化炭素削減

数値目標 不要なエアコンの使用、こまめな照明の消灯な
ど積極的に取組み、電気使用量の削減に努め
ました。引き続き削減維持できるよう意識しつ
つ取り組んでいきたいと思います。

・空調温度の適正化（冷房２７℃　暖房２２℃）

・不要照明の消灯

取り組み計画 取組結果とその評価

二酸化炭素排出量トータル

数値目標 遠方の現場もあり燃料がかかってしまったが、
アイドリングストップやエコドライブ等一人ひとり
意識出来たことで、目標を達成することができ
ました。引き続き取り組みを続けていこうと思
います。

・空調温度の適正化、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、灯油の無駄をなくす
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□環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。
評価

廃棄物処理
法

遵守

遵守

オフロード法 遵守

騒音規制法 遵守

振動規制法 遵守

遵守

遵守

消防法 遵守

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

フロン排出抑制法
フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の適切な処理
建物解体工事時におけるフロン類使用機器の有無の事前確認と発注者への書面説
明、及び当該書面写しの保存

消火設備の定期点検(防火対象物）、事故時の措置届出（通報）、危険物の届出・点
検・基準遵守、指定数量未満の危険物保管の扱い、指定可燃物の扱い

　環境経営目標及び環境経営計画、また実施体制について見直した結果、変更はありません。
現場の数や規模に波がある中で、エネルギー消費量の削減を進めた結果、目標を無事達成す
ることができました。これは、従業員一人ひとりの意識向上と、日々の業務における省エネル
ギーの工夫が実を結んだ成果です。
　また、社内全体で環境改善のための意識共有が進み、職場の雰囲気が一層良くなったことも
大きな成果と考えます。今後も持続可能な経営を実現するため、社員全員が一丸となり、引き続
き環境負荷低減に向けた取り組みを強化してまいります。

見直し日：2024年6月13日　　　　代表取締役社長　袖長　孝則

建設リサイクル法 建築物等の分別解体義務、事前届出、特定建設資材廃棄物の再資源化義務

基準に適合した特定特殊自動車の使用

特定建設作業の届出、規制基準の遵守

特定建設作業の届出、規制基準の遵守

水質汚濁防止法
公共用水域への排出水の排出基準の遵守、特定施設の届出、水質の測定と記録、事
故時の届出

適用される法規制 遵守すべき要求事項

保管基準の遵守、収集運搬・処分業者との適正な契約、マニフェストの交付・保存・確
認・交付状況等報告書の提出

社内や外回りなど積極的に

清掃を行っています！
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